
【2019年度の成果】

令和元年度 日本社会事業大学(東京都)「当事者に学ぶ視覚・聴覚障害者のセルフアドボカシープログラム」の実践研究

【事業実施の国際的背景】
障害者の権利条約】

第24条３（a） 点字、代替的な文字、意思疎通の
補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに定
位及び移動のための技能の習得並びに障害者相互
による支援及び助言を容易にすること。
（b） 手話の習得及び聾社会の言語的な同一性の
促進を容易にすること。
（c） 盲人、聾者又は盲聾者（特に盲人、聾者又
は盲聾者である児童）の教育が、その個人にとって
最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、
かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境に
おいて行われることを確保すること。
4 ―（略）―手話又は点字について能力を有する
教員（障害のある教員を含む。）を雇用し、並びに
教育に従事する専門家及び職員（教育のいずれの段
階において従事するかを問わない。）に対する研修
を行うための適当な措置をとる。

第30条 4 障害者は、他の者との平等を基礎とし
て、その独自の文化的及び言語的な同一性（手話
及びろう文化を含む。）の承認及び支持を受ける
権利を有する。

【事業の最終目標】
(1)言語能力・IT利用技術等を身に着け、多様な学びを生涯続け
られる市民or/and
(2)アドボカシー能力を活かした当事者支援者、当事者ソーシャ
ルワーカーの養成

【2018年度の成果】
・視覚・聴覚障害のため
のバリアフリー日本語ト
レーニング教材DVD
・当事者ソーシャルワー
カーを目指す人のバリア
フリー教材DVD
・視覚障害者と聴覚障害
者と盲ろう者の相互学習
教材
・視覚・聴覚に障害のあ
る人の海外研修モデル開
発
・学生支援者がつくる視
覚・聴覚障害者のための
福祉入門教材DVD
・聴覚障害者のアドボカ
シーパンフレット

【事業のポイント】
視覚・聴覚障害・盲ろう当事者の有識者を含む連携
協議会にてアイデアを集め、当事者の専門家が視
覚・聴覚障害の人たちのセルフアドボカシーを促
すための教育教材を作成し、全国に発信する。

【日本社会事業大での事業実施の背景】
・日本社会事業大学では、教育方針でもある多文化共生の精神を基に、すべての教育を障害学生にも平等に提供するとともに、ろう文化
を尊重し、約10年間手話に堪能な聴覚障害当事者のソーシャルワーカーを養成してきた。
・また、障害者を理解・支援するためにも、障害者の人権を守るためにも当事者に学ぶことが最も重要との精神を貫き、聴覚障害のため
の取り組みは国際的な場でも評価されている（EU言語権会議）。
・本学の関係者は、これまで最先端の認知科学や障害学等に基づく視覚・聴覚障害についての研究・教育を実践してきた。
・これらの実績と経験を踏まえ、また特別支援学校教職課程を有する福祉の単科大学という本学の特色を活かし、視覚障害・聴覚障害・
盲ろうの人々の自律とセルフアドボカシ―のための生涯学習のモデル的プログラムを実践・構築する。

・ろう学生による近隣の高校生への手話教室の開催

・ろう史専門家による日本のろう史の講義を、手話動画で配
信。日英語の字幕をつけ、国内外に発信。

・ろうソーシャルワーカーが聴覚障害福祉（災害支援等）の
講義を手話動画で配信。日英語の字幕をつけ、国内外に発信。

・ろう学生が日本手話⇔アメリカ手話バイリンガル教室を手
話動画で発信。日英語の字幕をつけ、国内外に発信。
・全盲の講師による視覚障害者を受講生とするIT教室の開催。
・全盲のエンジニアによる視覚障害者用IT教材のネット配信。
・盲ろう当事者のインタビュー調査。

・盲ろう支援団体との連携による当事者学生による盲ろう児
支援の計画（来年度に向け）

【発信等協力の団体（１）】
視覚障害者就労生涯学習支援センター
毎日新聞社「点字毎日」
東京ヘレンケラー協会「点字ジャーナル」
日本視覚障害者団体連合「点字ニュース」

【発信等協力の団体（２）】
手話通訳等派遣センター
聴力障害者情報文化センター
全国盲ろう協会
東京都盲ろう友の会
米国・ギャローデット大学


